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論文式試験問題集

［行政法］
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［行政法］

Ａ県に存するＢ川の河川管理者であるＡ県知事は，１９８３年，Ｂ川につき，河川法第６条第１

項第３号に基づく河川区域の指定（以下「本件指定」という。）を行い，公示した。本件指定は，

縮尺２５００分の１の地図に河川区域の境界を表示した図面（以下「本件図面」という。）によっ

て行われた。

Ｃは，２０００年，Ｂ川流水域の渓谷にキャンプ場（以下「本件キャンプ場」という。）を設置

し，本件キャンプ場内にコテージ１棟（以下「本件コテージ」という。）を建築した。その際，Ｃ

は，本件コテージの位置につき，本件図面が作成された１９８３年当時と土地の形状が変化してい

るため不明確ではあるものの，本件図面に表示された河川区域の境界から数メートル離れており，

河川区域外にあると判断し，本件コテージの建築につき河川法に基づく許可を受けなかった。そし

て，河川法上の問題について，２０１４年７月に至るまで，Ａ県知事から指摘を受けることはなか

った。

２０１３年６月，Ａ県知事は，Ｃに対し，本件コテージにつき建築基準法違反があるとして是正

の指導（以下「本件指導」という。）をした。Ｃは，本件指導に従うには本件コテージの大規模な

改築が必要となり多額の費用を要するため，ちゅうちょしたが，本件指導に従わなければ建築基準

法に基づく是正命令を発すると迫られ，やむなく本件指導に従って本件コテージを改築した。Ｃは，

本件コテージの改築を決断する際，本件指導に携わるＡ県の建築指導課の職員Ｄに対し，「本件コ

テージは河川区域外にあると理解しているが間違いないか。」と尋ねた。Ｄは，Ａ県の河川課の担

当職員Ｅに照会したところ，Ｅから「測量をしないと正確なことは言えないが，今のところ，本件

コテージは河川区域外にあると判断している。」旨の回答を受けたので，その旨をＣに伝えた。

２０１４年７月，Ａ県外にある他のキャンプ場で河川の急激な増水による事故が発生したことを

契機として，Ａ県知事は本件コテージの設置場所について調査した。そして，本件コテージは，本

件指定による河川区域内にあると判断するに至った。そこで，Ａ県知事は，Ｃに対し，行政手続法

上の手続を執った上で，本件コテージの除却命令（以下「本件命令」という。）を発した。

Ｃは，本件命令の取消しを求める訴訟（以下「本件取消訴訟」という。）を提起し，本件コテー

ジが本件指定による河川区域外にあることを主張している。さらに，Ｃは，このような主張に加え

て，本件コテージが本件指定による河川区域内にあると仮定した場合にも，本件命令の何らかの違

法事由を主張することができるか，また，本件取消訴訟以外に何らかの行政訴訟を提起することが

できるかという点を，明確にしておきたいと考え，弁護士Ｆに相談した。Ｆの立場に立って，以下

の設問に答えなさい。なお，河川法及び同法施行令の抜粋を資料として掲げるので，適宜参照しな

さい。

〔設問１〕

本件取消訴訟以外にＣが提起できる行政訴訟があるかを判断する前提として，本件指定が抗告

訴訟の対象となる処分に当たるか否かを検討する必要がある。本件指定の処分性の有無に絞り，

河川法及び同法施行令の規定に即して検討しなさい。なお，本件取消訴訟以外にＣが提起できる

行政訴訟の有無までは，検討しなくてよい。

〔設問２〕

本件コテージが本件指定による河川区域内にあり，本件指定に瑕疵はないと仮定した場合，Ｃ

は，本件取消訴訟において，本件命令のどのような違法事由を主張することが考えられるか。ま

た，当該違法事由は認められるか。
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【資 料】

〇 河川法（昭和３９年７月１０日法律第１６７号）（抜粋）

（河川区域）

第６条 この法律において「河川区域」とは，次の各号に掲げる区域をいう。

一 河川の流水が継続して存する土地及び地形，草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が

継続して存する土地に類する状況を呈している土地（中略）の区域

二 （略）

三 堤外の土地（中略）の区域のうち，第１号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるも

のとして河川管理者が指定した区域〔注：「堤外の土地」とは，堤防から見て流水の存する側の

土地をいう。〕

２・３ （略）

４ 河川管理者は，第１項第３号の区域（中略）を指定するときは，国土交通省令で定めるところに

より，その旨を公示しなければならない。これを変更し，又は廃止するときも，同様とする。

５・６ （略）

（河川の台帳）

第１２条 河川管理者は，その管理する河川の台帳を調製し，これを保管しなければならない。

２ 河川の台帳は，河川現況台帳及び水利台帳とする。

３ 河川の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は，政令で定める。

４ 河川管理者は，河川の台帳の閲覧を求められた場合においては，正当な理由がなければ，これを

拒むことができない。

（工作物の新築等の許可）

第２６条 河川区域内の土地において工作物を新築し，改築し，又は除却しようとする者は，国土交

通省令で定めるところにより，河川管理者の許可を受けなければならない。（以下略）

２～５ （略）

（河川管理者の監督処分）

第７５条 河川管理者は，次の各号のいずれかに該当する者に対して，（中略）工事その他の行為の

中止，工作物の改築若しくは除却（中略），工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しく

は生ずべき損害を除去し，若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若し

くは河川を原状に回復することを命ずることができる。

一 この法律（中略）の規定（中略）に違反した者（以下略）

二・三 （略）

２～１０ （略）

第１０２条 次の各号のいずれかに該当する者は，１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。

一 （略）

二 第２６条第１項の規定に違反して，工作物の新築，改築又は除却をした者

三 （略）

〇 河川法施行令（昭和４０年２月１１日政令第１４号）（抜粋）

（河川現況台帳）

第５条 （略）

２ 河川現況台帳の図面は，付近の地形及び方位を表示した縮尺２５００分の１以上（中略）の平面

図（中略）に，次に掲げる事項について記載をして調製するものとする。

一 河川区域の境界

二～九 （略）

info
テキストボックス
担当：弁護士　山下大輔



【平成２７年度司法試験予備試験 行政法 出題趣旨】 
 
本問は，事案及び関係行政法規に即して，行政訴訟及び行政法の一般原則についての基本

的な知識及び理解を運用する能力を試す趣旨の問題である。 
設問１は，河川管理者による河川区域の指定の処分性を問うものである。特定の者を名宛

人とせずに特定の区域における土地利用を制限する行政庁の決定の処分性に関する最高裁
判所の判例の趣旨を踏まえ，河川区域の指定の法的効果を河川法及び同法施行令の規定に
即して検討し，処分性認定の要件に結びつけて論じることが求められる。 
設問２は，河川区域内に無許可で設置され改築された工作物の除却命令の違法性を問う

ものである。最高裁判所昭和６２年１０月３０日第三小法廷判決（判時１２６２号９１頁）
の趣旨を踏まえ，河川区域内における工作物の設置を規制する河川法の趣旨との関係で，信
義則が適用されるのはどのような場合か，そして，信義則の適用に当たっては，行政庁によ
る公的見解の表示の有無，相手方が当該表示を信頼したことについての帰責事由の有無等
の考慮が不可欠ではないかを検討した上で，本問の具体的な事実関係に即して，信義則の適
用により除却命令が違法となるか否かについて論じることが求められる。 
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第１ 設問１ 

１ 「処分」（行政事件訴訟法（以下「行訴法」という。３条２項） 

「処分」とは，①公権力の主体たる国又は公共団体の行う行為の

うち，②直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定すること

が法律上認められているものをいう。これらは，実効的な権利利益

の救済の観点を考慮して判断する。 

２ ①について 

本件指定は，A 県知事が，河川法（以下「法」という。）６条１

項３号により認められる河川管理権限に基づき，土地所有者の意思

を介在させることなく一方的に行うものであるから，①を満たす。 

３ ②について 

(1) 本件指定は，河川管理者が管理を行う必要がある区域を河川区

域として指定するものである（法６条１項３号）。また，本件指定

がなされると，区域の指定につき公示がなされる（同４項）。さら

に，河川管理者は，管理する河川の台帳を調製・保管するところ（法

１２条１項），その台帳には縮尺図に河川区域の境界を記載する（法

施行令５条２項１号・法１２条２項・３項）。この台帳は，閲覧の

求めに原則応じなければならない（法１２条４項）。これらによれ

ば，本件指定がなされると，河川区域の範囲が相当程度明らかにな

り，河川区域内の土地所有者等の権利にいかなる影響が及ぶかにつ

き，一定の限度で具体的に予測することが可能になるようにみえる。 

しかし，河川現況台帳は縮尺２５００分の１以上の平面図にすぎ

ず，具体的にどの土地が河川区域内か否か明らかではない。そのた

め，本件指定の段階では，個別に対象・範囲を特定できない。 

(2) また，本件指定により，許可制の下，工作物の建築制限等（法

２６条１項）がなされ，許可を受けなかった場合，罰則（法１０２

条２号）によって担保された監督処分（法７５条１項１号）を受け

る可能性がある。しかし，本件指定により，河川区域内の土地に対

し収用処分や換地処分が予定されているわけではないので，直ちに

重大な不利益処分を受ける地位に立たされるわけではない。そのた

め，本件指定には，法令の制定行為と同様，抽象的法効果しかない。 

(3) さらに，本件指定に反対する者は，河川区域内の新築等の許可

申請をし，当該申請に対する処分がなされた段階でその処分の取消

訴訟を提起することで，実効的な権利利益の救済が図られる。その

ため，本件指定に直接的・個別具体的法効果を認める必要はない。 

(4) 以上のことから，本件指定は②を満たさない。 

４ したがって，本件指定は，「処分」に当たらない。そのため，

F の立場としては，本件取消訴訟の提起を念頭に置くべきである。 

第２ 設問２ 

１ 本件コテージは「河川区域内の土地」に当たるため，「改築」

には A 県知事の「許可」が必要であったところ（法２６条１項），

C は許可を得ていない。そのため，C は法７５条１項１号に該当し，

本件命令を受けることとなるのが原則である。 

２(1) もっとも，C は，本件コテージの改築の際，D から「本件コ
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テージは河川区域外にある」旨の回答（以下「本件回答」という。）

を得ている。そこで，C は，本件コテージが河川区域外にあること

につき信頼が生じているため，本件命令は，信頼保護原則（民法１

条２項）に反し，違法であると主張する。 

(2) 上記のとおり，本件命令は上記要件を充足しているため，本件

命令を違法無効とすると，河川法に反する状態となる。このように，

行政処分が信頼保護原則に反して違法となる結果，法律による行政

の原理に反する状態となる場合，信頼保護原則の適用は慎重でなけ

ればならない。しかも，河川区域の指定制度は，河川区域内の土地

工作物の利用者の生命身体の安全の利益を，河川の氾濫等から保護

するといった重要な趣旨目的を有するから，かかる趣旨目的に反す

る結果となる信頼保護原則の適用は，より慎重でなければならない。

そのため，法律による行政の原理を犠牲にしてもなお当該処分を免

れさせて被処分者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるよ

うな特別の事情がある場合に限って，当該処分は信頼保護原則に反

し違法となると解すべきである。そして，①行政庁が被処分者に対

し，信頼の対象となる公的見解を表示したこと，②被処分者が①の

表示を信頼し，その信頼に基づいて行動したこと，③のちに行政庁

が①の表示に反する処分をしたこと，④③により被処分者が経済的

不利益を受けたこと，⑤②につき被処分者の責めに帰すべき事由が

ないことをすべて満たした場合，特別の事情が認められると解する。 

(3) ①D は，河川課の担当職員ではないが，河川課担当職員 E の回

答を C に伝えているため，回答の補助者にすぎない。そのため，本

件回答は，実質的に責任者の見解表示といえる。また，D（及び E）

は，「測量をしないと正確なことは言えない」と留保を付している

が，測量をした上で正確な回答をすべき義務は E にあり，その E が

回答をしている以上，正式な見解であることに変わりはない。その

ため，上記留保があり最終かつ完全な回答ではないとしても，正式

な見解ではなくなるわけではない。これらのことから，本件回答は，

信頼の対象となる公的見解の表示に当たる。 

そして，②C は本件回答を信頼して本件コテージを改築したとこ

ろ，③本件回答に反する本件命令がなされている。また，④C は，

本件命令により，多額な費用を費やして改築した本件コテージを除

却せざるを得ないこととなり，多大な経済的不利益を被る。さらに，

④約１４年間本件コテージの河川法上の問題について何ら指摘がな

されていないこと，C が D に本件コテージが河川区域外にあるかど

うかの確認をしていること，本件図面が作成された１９８３年当時

と現在とでは土地の形状が変化しているため本件図面を見ても本件

コテージが河川区域外にあるかどうか明確に判断できないことから

すると，本件回答を信頼して行動した C の帰責性は乏しい。 

(3) 以上より，河川法の趣旨目的に反してもなお本件命令を免れさ

せて C の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別

の事情がある場合に当たるため，本件命令は，信頼保護原則に反し

違法である。                     以 上 
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【加点事由】 

３ また，C は，本件命令は，①本件命令を維持することによって

得られる公益と②失われる利益の均衡を著しく失しており，比例原

則に反すると主張する。 

 上記のとおり，河川区域の指定制度は，河川区域内の土地工作物

の利用者の生命身体の安全の利益を，河川の氾濫等から保護すると

いった趣旨目的を有するから，本件命令を維持することによって得

られる利益の内容・程度は，上記利益を害する具体的危険性を考慮

して判断する。 

本件処分は，本件キャンプ場とは無関係の A 県外キャンプ場にお

ける事故を契機としてなされた調査に基づくものにすぎず，本件キ

ャンプ場において河川の氾濫等による生命身体の侵害の具体的危険

性は不明である。また，本件コテージは，河川区域内外か測量調査

を要する微妙な位置にあり，河川の氾濫等による被害が直接及ぶ危

険性も不明である。これらのことから，「必要な施設の設置その他

の措置」等（法７５条１項）を超えて，直ちに本件コテージを除却

すべき必要性はなく，本件命令を維持することによって得られる利

益は，まったくないか，あるとしてもごく限定的である。他方，②

上記のとおり，本件命令による C の不利益は多大である。 

よって，本件命令は，①と②の均衡を失しており，比例原則に反

し違法である。       

以 上 
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司法試験予備試験対策ゼミ解説レジュメ 

（平成２７年度司法試験予備試験行政法）） 
 

担当講師：弁護士 山下大輔 
 
第１ 設問１について 
 １ 「処分」性（行訴法３条２項） 

①公権力の主体たる国又は公共団体の行う行為のうち（公権力性），②直接国民の権利

義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているもの（直接的・個別

的・具体的・法効果性）をいう。 
←紛争の成熟性，権利利益の実効的救済を考慮して判断する。 
 

 ２ ②について 
  (1) 問題の所在 
   行政計画や本件指定のように，ある特定の地域や範囲を対象とする行政活動につい

ては，①行政行為の対象が不特定（多数）であり，個別性・具体性を満たさないのでは

ないか，②単に特定の地域や範囲を対象とするのみの行政行為の段階では，直ちに具体

的な法効果が発生せず，直接性・具体性が認められないのではないか，③後続する具体

的な行政行為を争えばよく，特定の地域や範囲を対象とする行政行為の段階では，紛争

は成熟しておらず，権利利益の実効的救済にならないのではないか，が問題となる。 
 
  (2) 判例の理解 
・最大判昭和４１年判決 
土地区画整理事業（策定） － 公告             換地処分 
－計画書に地番等の図面添付。 …施行地区内の土地の形質   …具体的な処分。 

→現時点では特定個人に向   変更等が制限される。     →この段階で訴訟に 
  けられたものではない。   →公告に伴う附随的な効果。    よる救済可能。 
 
・最大判平成２０年判決 
土地区画整理事業（策定） － 公告             換地処分 
…特定個人に向けられたも   …公告に伴う附随的な効果。  …訴訟による救済可能。 
のではない。         →規制を伴う事業の手続に   →事情判決がなされ  
→一定の範囲で予測可能。    従って換地処分を受ける     るおそれ。                                 

べき地位に立たされる。 



2 
 

   ① 個別性・具体性 
事業計画において定める設計の概要については，設計説明書及び設計図を作成し

て定めなければならず，このうち，設計説明書には，事業施行後における施行地区

内の宅地の地積の合計の事業施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に対

する割合が記載され，設計図には，事業施行後における施行地区内の公共施設等の

位置及び形状が，事業施行により新設され又は変更される部分と既設のもので変

更されない部分とに区別して表示される。 
⇒事業計画が決定されると，当該土地区画整理事業の施行によって施行地区内の宅

地所有者等の権利にいかなる影響が及ぶかについて，一定の限度で具体的に予測

することが可能になる。 
   ② 直接性・具体性 

事業計画の決定が公告されると，許可制の下，建築制限（法７６条１項）がなされ

る。 
→事業計画については，いったんその決定がされると，特段の事情のない限り，その

事業計画に定められたところに従って具体的な事業がそのまま進められ，その後

の手続として，施行地区内の宅地について換地処分が当然に行われる。 
⇒建築制限を伴う土地区画整理事業の手続に従って換地処分を受けるべき地位に立

たされる。 
   ③ 紛争の成熟性・権利利益の実効的救済 

換地処分等の取消訴訟において，宅地所有者等が事業計画の違法を主張し，その主

張が認められたとしても，当該換地処分等を取り消すことは公共の福祉に適合し

ないとして事情判決（行政事件訴訟法３１条１項）がされる可能性が相当程度ある。 
   ⇒事業計画の決定がされた段階で，これを対象とした取消訴訟の提起を認めること

に合理性がある。 
 

重要判例最大判昭和 41 年 2 月 23 日 
土地区画整理事業計画（中略）は，もともと， 土地区画整理事業に関する一連の手続の一環を

なすものであつて，事業計画そのものとしては，単に，その施行地区（中略）を特定し，それに

含まれる宅地の地積，保留地の予定地積，公共施設等の設置場所（中略）等，当該土地区画整理

事業の基礎的事項（中略）について，（中略）長期的見通しのもとに，健全な市街地の造成を目的

とする高度の行政的・技術的裁量によつて，一般的・抽象的に決定するものである。従つて，事

業計画は，その計画書に添付される設計図面に各宅地の地番，形状等が表示されることになつて

いるとはいえ，特定個人に向けられた具体的な処分とは著しく趣きを異にし，事業計画自体では

その遂行によつて利害関係者の権利にどのような変動を及ぼすかが，必ずしも具体的に確定され

ているわけではなく，いわば当該土地区画整理事業の青写真たる性質を有するにすぎない（略）。 
（略）もつとも，当該事業計画が法律の定めるところにより公告されると，爾後，施行地区内に
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おいて宅地，建物等を所有する者は，土地の形質の変更，建物等の新築，改築，増築等につき一

定の制限を受け（法７６条１項参照）（中略）る。しかし，これは，当該事業計画の円滑な遂行に

対する障害を除去するための必要に基づき，法律が特に付与した公告に伴う附随的な効果にとど

まるものであつて，事業計画の決定ないし公告そのものの効果として発生する権利制限とはいえ

ない。それ故，事業計画は，それが公告された段階においても，直接，特定個人に向けられた具

体的な処分ではなく，また，宅地・建物の所有者又は賃借人等の有する権利に対し，具体的な変

動を与える行政処分ではない（略）。 
もつとも，事業計画は，一連の土地区画整理事業手続の根幹をなすものであり，その後の手続

の進展に伴つて，仮換地の指定処分，建物の移転・除却命令等の具体的処分が行なわれ，これら

の処分によつて具体的な権利侵害を生ずることはありうる。しかし，（中略）右事業計画の決定な

いし公告の段階で，その取消又は無効確認を求める訴えの提起を許さなければ，利害関係者の権

利保護に欠けるところがあるとはいい難く，そのような訴えは，抗告訴訟を中心とするわが国の

行政訴訟制度のもとにおいては，争訟の成熟性ないし具体的事件性を欠く（略）。 
そもそも，（中略）一連の手続のあらゆる段階で訴えの提起を認めなければ，裁判を受ける権利

を奪うことになるものとはいえない。右に説示したように，事業計画の決定ないし公告の段階で

訴えの提起が許されないからといつて，土地区画整理事業によつて生じた権利侵害に対する救済

手段が一切閉ざされてしまうわけではない。すなわち，（中略）該行政庁が換地計画の実施の一環

として，仮換地の指定又は換地処分を行なつた場合において，その違法を主張する者は，これら

の具体的処分の取消（又は無効確認）を訴求することができる。これらの救済手段によつて，具

体的な権利侵害に対する救済の目的は，十分に達成することができるのである（略）。 
されば，土地区画整理事業計画の決定は，（中略），無効確認訴訟の対象とはなし得ない（略）。 

 
重要判例最大判平成 20 年 9 月 10 日(行政判例百選Ⅱ[第 7 版]152 事件)1 
 市町村は，土地区画整理事業を施行しようとする場合においては，施行規程及び事業計画を定

めなければならず（法５２条１項），事業計画が定められた場合においては，市町村長は，遅滞な

く，施行者の名称，事業施行期間，施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければ

ならない（法５５条９項）。そして，この公告がされると，換地処分の公告がある日まで，施行地

区内において，土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建

築物その他の工作物の新築，改築若しくは増築を行い，又は政令で定める移動の容易でない物件

の設置若しくはたい積を行おうとする者は，都道府県知事の許可を受けなければならず（法７６

条１項），これに違反した者がある場合には，都道府県知事は，当該違反者又はその承継者に対

し，当該土地の原状回復等を命ずることができ（同条４項），この命令に違反した者に対しては刑

罰が科される（法１４０条）（略）。 
また，土地区画整理事業の（中略）事業計画において定める設計の概要については，設計説明

 
1 同判例の射程につき，平成 24 年度・令和 2 年度本試験参照。 
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書及び設計図を作成して定めなければならず，このうち，設計説明書には，事業施行後における

施行地区内の宅地の地積（中略）の合計の事業施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に

対する割合が記載され（中略），設計図（中略）には，事業施行後における施行地区内の公共施設

等の位置及び形状が，事業施行により新設され又は変更される部分と既設のもので変更されない

部分とに区別して表示されることから（中略），事業計画が決定されると，当該土地区画整理事業

の施行によって施行地区内の宅地所有者等の権利にいかなる影響が及ぶかについて，一定の限度

で具体的に予測することが可能になるのである。そして，土地区画整理事業の事業計画について

は，いったんその決定がされると，特段の事情のない限り，その事業計画に定められたところに

従って具体的な事業がそのまま進められ，その後の手続として，施行地区内の宅地について換地

処分が当然に行われることになる。前記の建築行為等の制限は，このような事業計画の決定に基

づく具体的な事業の施行の障害となるおそれのある事態が生ずることを防ぐために法的強制力

を伴って設けられているのであり，しかも，施行地区内の宅地所有者等は，換地処分の公告があ

る日まで，その制限を継続的に課され続けるのである。 
そうすると，施行地区内の宅地所有者等は，事業計画の決定がされることによって，前記のよ

うな規制を伴う土地区画整理事業の手続に従って換地処分を受けるべき地位に立たされるもの

ということができ，その意味で，その法的地位に直接的な影響が生ずるものというべきであり，

事業計画の決定に伴う法的効果が一般的，抽象的なものにすぎないということはできない。 
もとより，換地処分を受けた宅地所有者等やその前に仮換地の指定を受けた宅地所有者等は，

当該換地処分等を対象として取消訴訟を提起することができるが，換地処分等がされた段階で

は，実際上，既に工事等も進ちょくし，換地計画も具体的に定められるなどしており，その時点

で事業計画の違法を理由として当該換地処分等を取り消した場合には，事業全体に著しい混乱を

もたらすことになりかねない。それゆえ，換地処分等の取消訴訟において，宅地所有者等が事業

計画の違法を主張し，その主張が認められたとしても，当該換地処分等を取り消すことは公共の

福祉に適合しないとして事情判決（行政事件訴訟法３１条１項）がされる可能性が相当程度ある

のであり，換地処分等がされた段階でこれを対象として取消訴訟を提起することができるとして

も，宅地所有者等の被る権利侵害に対する救済が十分に果たされるとはいい難い。そうすると，

事業計画の適否が争われる場合，実効的な権利救済を図るためには，事業計画の決定がされた段

階で，これを対象とした取消訴訟の提起を認めることに合理性があるというべきである。 
以上によれば，（中略）土地区画整理事業の事業計画の決定は，施行地区内の宅地所有者等の法

的地位に変動をもたらすものであって，抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものと

いうことができ，実効的な権利救済を図るという観点から見ても，これを対象とした抗告訴訟の

提起を認めるのが合理的である。したがって，上記事業計画の決定は，行政事件訴訟法３条２項

にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たる（略）。 
これと異なる趣旨をいう最高裁昭和（中略）４１年２月２３日大法廷判決（中略）は，（中略）

変更すべきである。 
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  (3) 本問について 
   ① 個別性 

本件指定は，河川管理者が管理を行う必要がある区域を河川区域として指定するも

の（法６条１項３号）。また，本件指定がなされると，区域の指定につき公示がなされ

る（同４項）。さらに，河川管理者は，管理する河川の台帳を調製・保管するところ（法

１２条１項），その台帳には縮尺図に河川区域の境界を記載する（法施行令５条２項１

号・法１２条２項・３項）。この台帳は，閲覧の求めに原則応じなければならない（法

１２条４項）。 
⇒本件指定がなされると，河川区域の範囲が相当程度明らかになり，河川区域内の土

地所有者等の権利にいかなる影響が及ぶかについて，一定の限度で具体的に予測す

ることが可能になる。 
←河川現況台帳は縮尺２５００分の１以上の平面図にすぎず，具体的にどの土地が河

川区域内か否か明らかではない。 
   ⇒個別に対象・範囲や権利制限内容を特定できない。 

② 具体性・直接性 
本件指定がなされると，許可制の下，工作物の建築制限等（法２６条１項）がなさ

れ，許可を受けなかった場合は，罰則（法１０２条２号）によって担保された監督処

分（法７５条１項１号）を受ける可能性がある。 
←本件指定によって，河川区域内の土地について，収用処分や換地処分が予定されて

いるわけではなく，直ちに重大な不利益処分を受ける地位に立たされるわけではな

い。 
⇒工作物の建築制限等は，あたかも法令の制定行為と同様，抽象的な法効果しかない。 

  ③ 紛争の成熟性 
本件指定に反対する者は，河川区域内の新築等の許可申請をし，当該申請に対する処

分がなされた段階でその処分の取消訴訟を提起することで，実効的な権利利益の救済

が図られる。 
  ⇒実効的な権利利益の救済の観点から本件指定に処分性を認める必要性はない。 
  ←そもそも自己の所有する土地等が河川区域外にあると考える者は，許可申請をする

ことは想定できず，権利義務関係がいつまでも曖昧不明確となる。 
  ⇒実効的な権利利益の救済の観点から本件指定に処分性を認める必要性は高い。 
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第２ 設問２について 
 １ 違法事由一般 
  ・主体の瑕疵 
  ・手続の瑕疵 2 
  ・判断過程の瑕疵…行政主体が詐欺により欺罔された場合，錯誤に陥った場合等 
  ・内容の瑕疵…①内容が不明確であること 3 
          …表示内容，行為内容が不特定で不明確なもの 
         ②内容に誤りがあること 

…㋐法律による行政の原理違反…法律の法規創造力違反 
法律留保原則違反 

                         法律の優位原則違反 
…解釈違反 4 

                           裁量の逸脱濫用 5 
           ㋑法の一般原則違反…信義則（信頼保護原則）6，権利濫用，平等

原則，比例原則 7 
 
２ 信頼保護原則（民法１条２項） 

  (1) 法律による行政の原理と抵触する場合 
   法律による行政の原理を犠牲にしてもなお当該処分を免れさせて被処分者の信頼を

保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がない限り，当該処分は信頼

保護原則に反さず適法。 
   ←①行政庁が被処分者に対し，信頼の対象となる公的見解を表示したこと 8

②被処分者が①の表示を信頼し，その信頼に基づいて行動したこと 
③のちに行政庁が①の表示に反する処分をしたこと 
④③により被処分者が経済的不利益を受けたこと 
⑤②につき被処分者の責めに帰すべき事由がないこと 
をすべて満たした場合，特別の事情が認められる。 
 
 

 
2 平成２４年度・平成２８年度・令和４年度予備試験行政法 
3 令和４年度予備試験行政法 
4 平成２４年度・平成２８年度・平成３０年度・令和元年度・令和２年度予備試験 
5 平成２４年度・平成２８年度・平成３０年度予備試験行政法 
6 平成２７年度・令和３年度予備試験行政法 
7 平成３０年度・令和３年度予備試験行政法 
8 裁判例は，①要件を，「責任ある行政庁その他担当職員による正式な見解」といったよう

に厳格に解する傾向にある。 
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重要判例最判昭和 62 年 10 月 30 日(行政判例百選Ⅰ[第 7 版]24 事件) 
租税法規に適合する課税処分について，法の一般原理である信義則の法理の適用により，右課

税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても，法律による行政の原理な

かんずく租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては，右法理の適用については

慎重でなければならず，租税法規の適用における納税者間の平等，公平という要請を犠牲にして

もなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するとい

えるような特別の事情が存する場合に，初めて右法理の適用の是非を考えるべきものである。そ

して，右特別の事情が存するかどうかの判断に当たつては，少なくとも，税務官庁が納税者に対

し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより，納税者がその表示を信頼しその信頼に基づ

いて行動したところ，のちに右表示に反する課税処分が行われ，そのために納税者が経済的不利

益を受けることになつたものであるかどうか，また，納税者が税務官庁の右表示を信頼しその信

頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点の考

慮は不可欠のものであるといわなければならない。 
これを本件についてみるに，納税申告は，納税者が所轄税務署長に納税申告書を提出すること

によつて完了する行為であり（国税通則法１７条ないし２２条参照），税務署長による申告書の

受理及び申告税額の収納は，当該申告書の申告内容を是認することを何ら意味するものではない

（同法２４条参照）。また，納税者が青色申告書により納税申告したからといつて，これをもつて

青色申告の承認申請をしたものと解しうるものでないことはいうまでもなく，税務署長が納税者

の青色申告書による確定申告につきその承認があるかどうかの確認を怠り，翌年分以降青色申告

の用紙を当該納税者に送付したとしても，それをもつて当該納税者が税務署長により青色申告書

の提出を承認されたものと受け取りうべきものでないことも明らかである。そうすると，原審の

確定した前記事実関係をもつてしては，本件更正処分が上告人の被上告人に対して与えた公的見

解の表示に反する処分であるということはできないものというべく，本件更正処分について信義

則の法理の適用を考える余地はないものといわなければならない。  
 
(2) 法律による行政の原理と抵触しない場合 
 やむをえない客観的事情によるのでない限り，当事者間に形成された信頼関係を不

当に破壊する行為は違法となる。 
←①信頼の対象となる先行行為又は状況の存在 
②被処分者が①の行為又は状況を信頼し，その信頼に基づいて行動したこと 
③のちに行政庁が①に反する処分をしたこと 
④③により被処分者が社会通念上看過することのできない積極的損害を被ったこと 

 
重要判例最判昭和 56 年 1 月 27 日(行政判例百選Ⅰ[第 7 版]25 事件) 

地方公共団体の施策を住民の意思に基づいて行うべきものとするいわゆる住民自治の原則は

地方公共団体の組織及び運営に関する基本原則であり，また，地方公共団体のような行政主体が
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一定内容の将来にわたつて継続すべき施策を決定した場合でも，右施策が社会情勢の変動等に伴

つて変更されることがあることはもとより当然であつて，地方公共団体は原則として右決定に拘

束されるものではない。しかし，右決定が，単に一定内容の継続的な施策を定めるにとどまらず，

特定の者に対して右施策に適合する特定内容の活動をすることを促す個別的，具体的な勧告ない

し勧誘を伴うものであり，かつ，その活動が相当期間にわたる当該施策の継続を前提としてはじ

めてこれに投入する資金又は労力に相応する効果を生じうる性質のものである場合には，右特定

の者は，右施策が右活動の基盤として維持されるものと信頼し，これを前提として右の活動ない

しその準備活動に入るのが通常である。このような状況のもとでは，たとえ右勧告ないし勧誘に

基づいてその者と当該地方公共団体との間に右施策の維持を内容とする契約が締結されたもの

とは認められない場合であつても，右のように密接な交渉を持つに至つた当事者間の関係を規律

すべき信義衡平の原則に照らし，その施策の変更にあたつてはかかる信頼に対して法的保護が与

えられなければならないものというべきである。すなわち，右施策が変更されることにより，前

記の勧告等に動機づけられて前記のような活動に入つた者がその信頼に反して所期の活動を妨

げられ，社会観念上看過することができない程度の積極的損害を被る場合に，地方公共団体にお

いて右損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更することは，それがやむを

えない客観的事情によるのでない限り，当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものと

して違法性を帯び，地方公共団体の不法行為責任を生ぜしめるものといわなければならない。そ

して，前記住民自治の原則も，地方公共団体が住民の意思に基づいて行動する場合にはその行動

になんらの法的責任も伴わないということを意味するものではないから，地方公共団体の施策決

定の基盤をなす政治情勢の変化をもつてただちに前記のやむをえない客観的事情にあたるもの

とし，前記のような相手方の信頼を保護しないことが許されるものと解すべきではない。 
…与儀前村長は，村議会の賛成のもとに上告人に対し本件工場建設に全面的に協力することを言

明したのみならず，その後退任までの２年近くの間終始一貫して本件工場の建設を促し，これに

積極的に協力していたものであり，上告人は，これによつて右工場の建設及び操業開始につき被

上告人の協力を得られるものと信じ，工場敷地の確保・整備，機械設備の発注等を行つたもので

あつて，右は被上告人においても予想し，期待するところであつたといわなければならない。ま

た，本件工場の建設が相当長期にわたる操業を予定して行われ，少なからぬ資金の投入を伴うも

のであることは，その性質上明らかである。このような状況のもとにおいて，被上告人の協力拒

否により，本件工場の建設がこれに着手したばかりの段階で不可能となつたのであるから，その

結果として上告人に多額の積極的損害が生じたとすれば，右協力拒否がやむをえない客観的事情

に基づくものであるか，又は右損害を解消せしめるようななんらかの措置が講じられるのでない

限り，右協力拒否は上告人に対する違法な加害行為たることを免れず，被上告人に対しこれと相

当因果関係に立つ損害としての積極的損害の賠償を求める上告人の講求は…認容すべき…。  
   

以 上 
 




